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決    定    書 

 

   申 立 人  Ｘ１組合  

         代表者 執行委員長 Ｘ２  

 

   申 立 人  Ｘ２ 

 

   被申立人  Ｙ市 

         代表者 病院事業管理者 Ｂ１ 

 

 

 上記当事者間の千労委令和２年（不）第２号不当労働行為救済申立事件

について、当委員会は、令和４年９月１５日に開催された第１６８６回公

益委員会議において、会長公益委員舩越豊、公益委員石井慎一、同沼田雅

之、同山下りえ子及び同末𠮷永久が出席して合議の上、次のとおり決定す

る。  

 

主    文 

 本件申立てを却下する。  

 

理    由 

第１ 事案の概要及び請求する救済の内容の要旨並びに本件申立てに係る

審査の経緯  

 １ 事案の概要  

 （１）当事者等  

   ア  申立人Ｘ１組合（以下「組合」という。）は、平成３０年３月１

９日に、Ｂ２（以下「センター」という。）に勤務する申立人Ｘ２

（以下、組合結成前は「Ｘ２」、組合結成後は「Ｘ２委員長」とい

い、組合とＸ２委員長を併せて、以下「組合ら」ということがあ

る。）及び職員１名で結成された労働組合であり、執行委員長は結

成当時からＸ２委員長である。令和２年３月３１日に組合員１名

が定年退職により組合を脱退し、同年１１月３０日の本件申立て

時の組合員はＸ２委員長１名である。 

     なお、組合の上部団体は、Ａ１組合であり、Ａ１組合書記長Ａ

２（以下「Ａ２書記長」という。）は、本件における組合ら補佐人
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である。 

   イ  Ｘ２は、平成２５年４月１日付けで市に採用された看護師であ

り、令和元年９月３０日までセンターの外来化学療法室の業務に

従事していた。 

   ウ  被申立人Ｙ市（以下「市」という。）は、普通地方公共団体であ

る。Ｙ市病院事業の設置等に関する条例（昭和４３年Ｙ市条例第

１８号）に基づき、Ｙ市病院事業を設置し、同事業においてセン

ターを運営している。  

 （２）本件申立ての概要  

    本件は、市がＸ２委員長に対し、令和元年１０月１日付けでセン

ターの８階東病棟に、同年１２月１日付けで午前は入退院支援セン

ター、午後は採血室に、令和２年３月１０日付けで午前は採血室、

午後は入退院支援センターに勤務部署を変更する旨の命令をした

ことがいずれも労働組合法（昭和２４年法律第１７４号）第７条第

１号及び第３号に該当する不当労働行為であるとして、令和２年

１１月３０日に当委員会に申立てがあった事件である。  

    また、市が、Ｘ２委員長に対し、同年１２月２４日付け「厳重注

意書兼指導書」に基づく職務命令を発したことが同条第１号及び第

３号に当たるとして、令和３年３月２６日に追加申立てがあったも

のである。  

    さらに、市が、Ｘ２委員長に対し、同年５月７日付け「警告書」

に基づく職務命令を発したこと及び同年６月１日付けでＸ２委員

長の勤務場所を「図書室」とし、「ｅラーニングの受講」を勤務内

容とする職務命令を発したことがいずれも同条第１号及び第３号

に当たるとして追加申立てがあったものである。  

    加えて、市が、Ｘ２委員長に対し、同年９月２１日付けで分限休

職命令を発したことが同条第１号及び第３号に当たるとして、同年

１１月１２日に追加申立てがあったものである。  

 ２ 請求する救済の内容の要旨  

 （１）市は、Ｘ２委員長に対して行った以下の命令をいずれも撤回する

こと。  

   ア  令和元年１０月１日付け「勤務部署を８階東病棟とする」との

命令  

   イ  同年１２月１日付け「勤務部署を午前：入退院支援センター、

午後：採血室とする」との命令  
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   ウ  令和２年３月１０日付け「勤務部署を午前：採血室、午後：入

退院支援センターとする」との命令  

 （２）市は、Ｘ２委員長に対して行った、令和２年１２月２４日付け「厳

重注意書兼指導書」に基づく職務命令を撤回すること。  

 （３）市は、Ｘ２委員長に対して行った、令和３年５月７日付け「警告

書」に基づく職務命令を撤回すること。  

 （４）市は、Ｘ２委員長に対して行った、令和３年６月１日付け勤務場

所を「図書室」とし、「ｅラーニングの受講」を勤務内容とする職

務命令を撤回すること。  

 （５）市がＸ２委員長に対して行った、令和３年９月２１日付け分限休

職処分を撤回すること。  

 （６）上記（１）ないし（５）に係る謝罪文の手交及び掲示  

 ３ 本件申立てに係る審査の経緯  

 （１）第８回調査までの経緯  

   ア  当委員会は、第１回調査を令和３年３月３日に開催し、Ｘ２委

員長は同調査から同年１０月６日の第５回調査まで出席した。  

   イ  第５回調査には、Ｘ２委員長のほか、組合ら代理人２名及び組

合ら補佐人１名並びに市代理人３名及び市補佐人４名が出席した。 

   ウ  同調査において、当委員会は、組合に対し、令和２年１１月  

３０日の申立てから同調査に至るまで組合員数が１名であるにも

かかわらず、組合が労働組合法第２条における「団体」であると

する理由について、釈明を求めた。  

   エ  令和３年１１月１２日、組合らは、当委員会に対して準備書面

（５）を提出した。同準備書面において、組合らは、Ｘ２委員長

を含め、組合員２名となっており、労働組合性（団体性）に問題

はない旨の主張を行った。  

   オ  令和４年１月１１日、当委員会は、組合ら代理人２名及び組合

ら補佐人２名並びに市代理人３名及び市補佐人４名が出席して、

第６回調査を開催した。  

なお、Ｘ２委員長は、同調査を欠席した。  

   カ  同調査において、当委員会は、組合に対し、組合員２名となっ

ている旨の主張について、釈明の上、新たに加入した組合員の組

合加入申込書を証拠として提出するよう指示した。  

   キ  同年３月１０日、当委員会は、組合ら代理人３名並びに市代理

人３名及び市補佐人３名が出席して、第７回調査を開催した。  
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 なお、Ｘ２委員長は、同調査を欠席した。  

   ク  同調査において、組合は、当委員会から指示があった組合加入

申込書を証拠として提出したが、当該申込書は、氏名、住所、電

話番号等が黒塗りされ、勤務場所等の記載もなかった。  

     なお、当委員会は、黒塗りをしていない組合加入申込書の提出

を組合に指示したものの、その後、指示した書面の提出はなかっ

た。  

   ケ  同調査において、当委員会は、第８回調査期日を同年５月２６

日と指定するとともに、第１回審問期日を同年７月７日と指定し

た。  

   コ  同年５月２４日、組合ら代理人３名は、当委員会に対し、同日

付け辞任届を提出し、全員が辞任した。  

   サ  同月２６日、第８回調査の開始時刻午後１時を経過してもＸ２

委員長が現れなかったため、調査に先立ち当委員会からＸ２委員

長に電話連絡をしたが、数回のコール音の後に留守番電話に切り

替わり、Ｘ２委員長は電話に出なかった。  

     このため、当委員会は、Ｘ２委員長の留守番電話に、同日が第

８回調査の期日である旨及び折り返し至急連絡してほしい旨のメ

ッセージを残した。  

     なお、Ｘ２委員長から折り返しの連絡はなかった。  

   シ  同日、当委員会は、Ｘ２委員長が欠席のまま、組合ら補佐人で

あるＡ２書記長並びに市代理人２名及び市補佐人４名が出席して、

第８回調査を開催した。  

   ス  同調査において、当委員会は、Ａ２書記長に対し、Ｘ２委員長

の状況について尋ねたところ、Ａ２書記長は１か月以上連絡が取

れない旨述べた。  

   セ  同調査において、当委員会は、第１回審問期日として指定して

いた同年７月７日を調査期日に変更し、改めて第９回調査期日と

して指定した。  

 （２）第８回調査後の経緯  

   ア  令和４年６月６日、当委員会は、組合及びＸ２委員長に対し、

特定記録郵便を用いて、期日への出頭を確約する旨の第９回調査

期日請書を同月１６日までに提出すること及び当委員会に連絡す

ることを依頼する旨を付記した第９回調査通知書をそれぞれの肩

書地に送付した。  
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   イ  同月６日、当委員会は、Ｘ２委員長に対し、電話連絡をしたが、

数回のコール音の後に留守番電話に切り替わり、Ｘ２委員長は電

話に出なかった。  

     このため、当委員会は、Ｘ２委員長の留守番電話に、当委員会

から第９回調査通知書を発送した旨並びに同月１６日までに第９

回調査期日請書を提出すること及び当委員会に連絡をすることを

依頼する旨のメッセージを残した。  

   ウ  同月７日、当委員会から送付した上記アの第９回調査通知書が

組合及びＸ２委員長の肩書地にそれぞれ到達した。  

   エ  同月１６日までに組合及びＸ２委員長から当委員会に対し、第

９回調査期日請書の提出及び連絡はなかった。  

   オ  同月１７日、上記エを踏まえ、当委員会は、改めて組合及びＸ

２委員長に対し、第９回調査期日請書を同月３０日までに提出す

ること及び当委員会に連絡することを依頼する旨を付記した第９

回調査通知書をそれぞれ肩書地に送付した。  

   カ  同月１７日、当委員会は、Ｘ２委員長に対し、電話連絡をした

が、数回のコール音の後に留守番電話に切り替わり、Ｘ２委員長

は電話に出なかった。  

     このため、当委員会は、Ｘ２委員長の留守番電話に、当委員会

から第９回調査通知書を発送した旨並びに同月３０日までに第９

回調査期日請書を提出すること及び当委員会に連絡をすることを

依頼する旨のメッセージを残した。  

   キ  同月２０日、当委員会から送付した上記オの第９回調査通知書

が組合及びＸ２委員長の肩書地にそれぞれ到達した。  

   ク  同月２７日、Ｘ２委員長から当委員会に電話連絡があり、Ｘ２

委員長は、第９回調査に出席する意向がある旨及び第９回調査期

日請書を送付した旨述べた。  

   ケ  同年７月１日、Ｘ２委員長名義の上記クの第９回調査期日請書

が当委員会に到達した。  

   コ  同月４日、Ｘ２委員長から当委員会に電話連絡があり、Ｘ２委

員長は、第９回調査に出席するが、代理人を選任することができ

ないことから、同調査の手続を保留したい旨述べた。  

     これに対し、当委員会は、Ｘ２委員長に対し、「保留」の意味を

確認したところ、Ｘ２委員長はその意味を明らかにすることなく、

繰り返し同調査の手続を保留したい旨述べた。  



 6 

   サ  同月５日、当委員会は、Ｘ２委員長に対し、第９回調査に係る

意向を確認するため、電話連絡をしたが、数回のコール音の後に

留守番電話に切り替わり、Ｘ２委員長は電話に出なかった。  

     このため、当委員会は、Ｘ２委員長の留守番電話に、当委員会

に折り返し連絡をするよう依頼する旨のメッセージを残した。  

   シ  同月６日、Ｘ２委員長は、当委員会に対し、本来はＡ２書記長

が責任をもって本件申立てに対応すべきことであるとして、今後

はＡ２書記長に対応を求めるべきであるとする旨の電子メールを

送信した。  

   ス  同日、当委員会は、Ａ２書記長に対し、Ｘ２委員長から上記シ

の電子メールがあった旨電話連絡をしたところ、Ａ２書記長は、

Ｘ２委員長が申立人として本件申立てに係る手続を遂行するべき

であり、組合ら補佐人の立場において本件申立てに係る手続を遂

行することはない旨述べた。  

   セ  同日、当委員会は、Ｘ２委員長に対し、第９回調査に関する電

話連絡をしたが、数回のコール音の後に留守番電話に切り替わり、

Ｘ２委員長は電話に出なかった。  

     このため、当委員会は、Ｘ２委員長の留守番電話に、当委員会

に折り返し連絡をするよう依頼する旨のメッセージを残した。  

     なお、Ｘ２委員長から折り返しの連絡はなかった。  

   ソ  同月７日、第９回調査の開始時刻午前１０時を経過しても組合

らが現れなかったため、調査に先立ち当委員会からＸ２委員長に

電話連絡をしたが、数回のコール音の後に留守番電話に切り替わ

り、Ｘ２委員長は電話に出なかった。  

     このため、当委員会は、Ｘ２委員長の留守番電話に、同日が第

９回調査の期日である旨及び折り返し至急連絡してほしい旨のメ

ッセージを残した。  

     なお、Ｘ２委員長から折り返しの連絡はなかった。  

   タ  同日、当委員会は、組合ら欠席のまま、市代理人３名及び市補

佐人５名が出席して、第９回調査を開催した。  

   チ  当委員会は、第８回調査に組合らの補佐人が出席したのみで、

組合らが２回の期日を続けて欠席したことから、次回期日を指定

せず、第９回調査を終了した。  

   ツ  同月６日以降、組合らから当委員会に対し、電話連絡等が行わ

れたことはない。  
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第２ 当委員会の判断  

 １ Ｘ２委員長の本件申立てを維持する意思について  

   Ｘ２委員長は、上記第１の３（１）コないしセのとおり、組合ら代

理人全員が辞任しているにもかかわらず、当委員会に連絡することな

く第８回調査を欠席し、同調査当日の当委員会からの電話連絡にも応

じなかった。  

   さらに、上記第１の３（２）アないしエのとおり、第９回調査の開

催に際しＸ２委員長は、当委員会が事前に提出を求めた第９回調査期

日請書を当初の期限までに提出せず、上記第１の３（２）オないしケ

のとおり、当委員会が改めて同請書の提出期限を設けたところ、一旦

は同請書を提出したものの、上記第１の３（２）コないしチのとおり、

同調査の前日等に、調査手続を「保留」したい旨やＡ２書記長が本件

申立てに対応すべきであるなどと述べた上で、結局は、当委員会に連

絡することなく同調査を欠席し、同調査当日の当委員会からの電話連

絡にも応じなかった。  

   また、上記第１の３（２）ツのとおり、同調査の前日を最後に、Ｘ

２委員長から当委員会への電話連絡等は一切ない。  

   これらのことからすると、もはやＸ２委員長には、本件申立てを維

持する意思があるということはできない。  

 ２ 組合の本件申立てを維持する意思について  

   上記１のとおり、Ｘ２委員長に本件申立てを維持する意思があると

いうことはできない。  

   また、上記第１の３（１）イないしクのとおり、Ｘ２委員長以外の

組合員については、当委員会に明らかとなっておらず、Ｘ２委員長以

外に、組合の意思を確認することが可能な者の存在を認めることはで

きない。  

   これらのことからすると、組合にも、本件申立てを維持する意思が

あるということはできない。  

 ３ 結論 

   以上のことから、組合らに本件申立てを維持する意思があるという

ことはできないから、労働委員会規則（昭和２４年中央労働委員会規

則第１号）第３３条第１項第７号に規定する「申立人が申立てを維持

する意思を放棄したものと認められるとき」に該当するといわざるを

得ないので、本件申立てを却下する。  



 8 

 

第３ 法律上の根拠  

  以上の判断に基づき、当委員会は、労働委員会規則第３３条第１項第

７号を適用して、主文のとおり決定する。  

 

 

令和４年９月２０日 

 

千葉県労働委員会  

会長  舩  越  豊 


